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認 定 試 験 者 認 定 表

認定 番 号 ＭＡＢ－３７６－Ｎ－６ 事 業 所 名 ヤマト産業株式会社

機器の種類 弁 類 事業所所在地 大阪府大阪市生野区巽北４丁目１１番１７号

認定年月日 令和６年 ３月 １９日

認 定 仕 様 範 囲

適 用 規 則 設 計 温 度 そ の 他
名称（型式） 材料（本体） 材料グル－プ 設 計 圧 力 口 径

最 高 最 低

一般則第６条 ９９.９ＭＰa 以下 ２０Ａ以下 溶接構造を除く。
第１項第11号 ステンレス鋼 Ｇ４ ８００℃ －２６９℃

第12号 ４９.１ＭＰa 以下 ２５Ａ以下
第13号 玉 形 弁

(同号を引用する一般則第７ ２５.０ＭＰa 以下 １５Ａ以下 溶接構造を除く。
条の３、第８条の２等の圧縮 銅及び銅合金 Ｇ１ ２００℃ －１９６℃
水素スタンド等に係るものを ２１.６ＭＰa 以下 ２５Ａ以下
除く)
一般則第６条 ８８.０ＭＰa 以下 ２０Ａ以下 溶接構造を除く。

第１項第43号ﾎ,ﾍ ステンレス鋼 Ｇ４ ８００℃ －２６９℃
一般則第４０条 逆 止 弁 ４４.０ＭＰa 以下 ２５Ａ以下

第４号ﾍ
一般則第５５条 銅及び銅合金 Ｇ１ ２００℃ －１９６℃ ２１.６ＭＰa 以下 ２５Ａ以下

第１項第７号
第８号 ９９.９ＭＰa 以下 ２０Ａ以下 溶接構造を除く。

液石則第６条 ステンレス鋼 Ｇ４ ８００℃ －２６９℃
第１項第17号 ３２.４ＭＰa 以下 ４０Ａ以下

第18号 その他の弁
第19号 (減圧弁) ４０.０ＭＰa 以下 １５Ａ以下 溶接構造を除く。

液石則第６条 銅及び銅合金 Ｇ１ ２００℃ －１９６℃
第１項第36号ﾎ,ﾍ ２１.６ＭＰa 以下 ４０Ａ以下

液石則第４１条
第４号ﾍ 安 全 弁 溶接構造を除く。

液石則第５３条 （回収型） ステンレス鋼 Ｇ４ ２００℃ －１９６℃ ５.５ＭＰa 以下 ４０Ａ以下 出口継手は銅及び銅合金
第１項第６号 Ｇ１の２５Ａ以下

第９号
コンビ則第５条

第１項第17号
第18号
第19号

(同号を引用するコンビ則第
７条の３等の圧縮水素スタン
ドに係るものを除く)
コンビ則第９条

第５号
第６号
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認 定 試 験 者 認 定 表

認定 番 号 ＭＡＢ－５１３－Ｎ－１ 事 業 所 名 日東エンジニアリング株式会社

機器の種類 弁 類 事業所所在地 群馬県渋川市渋川１４６６番地

認定年月日 令和６年 ３月 １９日

認 定 仕 様 範 囲

適 用 規 則 設 計 温 度 そ の 他
名称（型式） 材料（本体） 材料グル－プ 設 計 圧 力 口 径

最 高 最 低

一般則第６条 ２.０ＭＰa 以下 １５０Ａ以下
第１項第11号

第12号 玉 形 弁 低温用炭素鋼 Ｇ ２ ５２５℃ －６０℃ ２.２ＭＰa 以下 １００Ａ以下
第13号

(同号を引用する一般則第７ ９.２ＭＰa 以下 ４０Ａ以下
条の３、第８条の２等の圧縮
水素スタンド等に係るものを 逆 止 弁 低温用炭素鋼 Ｇ ２ ５２５℃ －６０℃ ２.０ＭＰa 以下 １００Ａ以下
除く)
一般則第６条 ２.０ＭＰa 以下 １００Ａ以下

第１項第43号ﾎ,ﾍ
一般則第４０条 安 全 弁 低温用炭素鋼 Ｇ ２ ５２５℃ －６０℃ (注)シートリングの材料

第４号ﾍ ２.０ＭＰa 以下 １００Ａ以下 は、ステンレス鋼Ｇ４と
一般則第５５条 する。

第１項第７号
第８号 その他の弁

液石則第６条 低温用炭素鋼 Ｇ ２ ５２５℃ －６０℃ ２.０ＭＰa 以下 １００Ａ以下
第１項第17号 （緊急遮断弁）

第18号
第19号

液石則第６条
第１項第36号ﾎ,ﾍ

液石則第４１条
第４号ﾍ

液石則第５３条
第１項第６号

第９号
コンビ則第５条

第１項第17号
第18号
第19号

(同号を引用するコンビ則第
７条の３等の圧縮水素スタン
ドに係るものを除く)
コンビ則第９条

第５号
第６号


